
発達障害・知的障害のある人の支援者のための 

 『暮らしのルール』の伝え方  ～ともに学びともに悩む～ 

 

発達障害・知的障害のある人たちが地域で暮らす中で「してはいけないこと（犯罪）」「気をつけたいこと」 

を学ぶためのテキスト「暮らしのルールブック」が作られました。イラストを中心にしたわかりやすい内容です。 

今回も昨年に引き続き、この「暮らしのルールブック」を作成し、実践をされている南口さんを講師としてお 

招きします。「暮らしのルールブック」の使い方を学び、実践報告を聞くことで、実際の支援に役立てましょう。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

日 時：令和６年７月５日（金） １０：００～１６：００ 

               （受付開始 9：30） 

 

会 場：名古屋市高齢者就業支援センター 大会議室（５階） 

（昭和区御器所通 3丁目１２－１ 御器所ステーションビル） 

地下鉄鶴舞線・桜通線「御器所」駅  

２番出口東へ40ｍ もしくは３番出口東へ200m ＜裏面 地図参照＞ 

※会場へは公共交通機関でお越しください 

 

内 容：①「暮らしのルールブック」とは？ 

② グループワーク 

③ 実践報告 

                                                                                         

講 師： 南 口
みなみぐち

 芙
ふ

美
み

さん 

MBTI 認定ユーザー、アンガーマネージメントファシリテーター 

社会福祉法人南高愛隣会 法務・相談支援室   

東京都高齢者・障害者権利擁護支援センター 専門相談員 

 

 

対 象：発達障害・知的障害のある方の支援者（障害福祉サービス事業所等職員） 

 

定 員：５０名（先着順） 

参加費：無料 （当日、受付で「暮らしのルールブック」を1冊お渡しします） 

申 込：裏面のQRコードからお願いします。 締め切り…6月14日（金）  

【主催】名古屋市発達障害者支援センター りんくす名古屋 

TEL：052-757-6140  e-mail：links＠kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp 

 

 

 

 



☆申込方法☆ 
        

右のＱＲコード（名古屋市電子申請サービス）から申し込んでください。 

 

  締め切り ６月１４日（金） 

 

 

 

 
駐輪場 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】名古屋市発達障害者支援センター りんくす名古屋 

         TEL：052-757-6140   担当：尖
とがり

・與
よ

語
ご

 

       e-mail：links＠kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp 

 

名古屋市高齢者就業支援センター 
名古屋市昭和区御器所通3丁目１２－１ 

御器所ステーションビル 

 

案内図 
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地下鉄 鶴舞線・桜通線「御器所」 
２番出入口東40ｍ 3番出入口東200ｍ 
ご利用の際は、駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用ください。 
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